
 

 

議案第９９号 

 

   山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  平成２９年１２月５日提出 

 

                  山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 山陽小野田市手数料徴収条例（平成１７年山陽小野田市条例第９０号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第１４の２の項中｢法第１８条第１４項｣を｢第１８条第１６項｣に改め、

同表の３の項中「第１８条第１７項」を「第１８条第１９項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第９９号参考資料 

 

山陽小野田市手数料徴収条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第１４（第２条関係） 別表第１４（第２条関係） 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下この表にお

いて「法」という。）に関する事務 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下この表にお

いて「法」という。）に関する事務 

 名称 事務 金額 

(略) (略) (略) (略) 

２ 建築物等

完了検査

申請手数

料 

法第７条第１項又

は第１８条第１６

項の規定（法第８８

条第１項において

準用する場合を含

む。）に基づく建

築物等に関する完

了検査の申請又は

完了の通知手数料 

１件につき 

ア 建築物（法第７条の

３第１項に規定する中

間検査又は特定工程に

係る工事の終了の検査

（以下「中間検査等」

という。）に係るもの

を除く。） 

床面積の合計 

３０平方メートル以

下のもの     

１０，０００円 

３０平方メートルを

超え１００平方メー

 名称 事務 金額 

(略) (略) (略) (略) 

２ 建築物等

完了検査

申請手数

料 

法第７条第１項又

は法第１８条第１４

項の規定（法第８８

条第１項において

準用する場合を含

む。）に基づく建

築物等に関する完

了検査の申請又は

完了の通知手数料 

１件につき 

ア 建築物（法第７条の

３第１項に規定する中

間検査又は特定工程に

係る工事の終了の検査

（以下「中間検査等」

という。）に係るもの

を除く。） 

床面積の合計 

３０平方メートル以

下のもの     

１０，０００円 

３０平方メートルを

超え１００平方メー
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トル以下のもの  

１２，０００円 

１００平方メートル

を超え２００平方メ

ートル以下のもの 

１６，０００円 

２００平方メートル

を超え５００平方メ

ートル以下のもの 

２２，０００円 

５００平方メートル

を超えるもの   

３６，０００円 

イ 建築物（中間検査等

に係るもの） 

床面積の合計 

３０平方メートル以

下のもの 

９，０００円 

３０平方メートルを

超え１００平方メー

トル以下のもの  

１１，０００円 

１００平方メートル

を超え２００平方メ

トル以下のもの  

１２，０００円 

１００平方メートル

を超え２００平方メ

ートル以下のもの 

１６，０００円 

２００平方メートル

を超え５００平方メ

ートル以下のもの 

２２，０００円 

５００平方メートル

を超えるもの   

３６，０００円 

イ 建築物（中間検査等

に係るもの） 

床面積の合計 

３０平方メートル以

下のもの 

９，０００円 

３０平方メートルを

超え１００平方メー

トル以下のもの  

１１，０００円 

１００平方メートル

を超え２００平方メ
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ートル以下のもの 

１５，０００円 

２００平方メートル

を超え ５００平方

メートル以下のもの

２１，０００円 

５００平方メートル

を超えるもの   

３５，０００円 

ウ 工作物  

９，０００円 

備考 

１ ア及びイの場合の床面積の合計は、建築

物を建築した場合（同一敷地内において移

転した場合を除く。）にあっては当該建築

に係る部分の床面積について算定し、建築

物を同一敷地内において移転した場合にあ

っては当該移転に係る部分の床面積の２分

の１について算定する。 

２ １の項の備考２及び６は、この場合に準

用する。 

３ 建築物等

中間検査

申請手数

料 

法第７条の３第１

項又は第１８条第

１９項の規定（法

第８８条第１項に

１件につき 

ア 建築物 

中間検査等を行う部分

の床面積の合計 

ートル以下のもの 

１５，０００円 

２００平方メートル

を超え ５００平方

メートル以下のもの

２１，０００円 

５００平方メートル

を超えるもの   

３５，０００円 

ウ 工作物  

９，０００円 

備考 

１ ア及びイの場合の床面積の合計は、建築

物を建築した場合（同一敷地内において移

転した場合を除く。）にあっては当該建築

に係る部分の床面積について算定し、建築

物を同一敷地内において移転した場合にあ

っては当該移転に係る部分の床面積の２分

の１について算定する。 

２ １の項の備考２及び６は、この場合に準

用する。 

３ 建築物等

中間検査

申請手数

料 

法第７条の３第１

項又は第１８条第

１７項の規定（法

第８８条第１項に

１件につき 

ア 建築物 

中間検査等を行う部分

の床面積の合計 
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おいて準用する場

合を含む。）に基

づく建築物等に関

する中間検査の申

請又は特定工程に

係る工事終了の通

知手数料 

３０平方メートル以

下のもの 

９，０００円 

３０平方メートルを

超え１００平方メー

トル以下のもの  

１１，０００円 

１００平方メートル

を超え２００平方メ

ートル以下のもの 

１５，０００円 

２００平方メートル

を超え５００平方メ

ートル以下のもの 

２０，０００円 

５００平方メートル

を超えるもの   

３３，０００円 

イ 工作物 

９，０００円 

備考 

１の項の備考２及び６は、この場合に準用す

る。 

(略) (略) (略) (略) 
 

おいて準用する場

合を含む。）に基

づく建築物等に関

する中間検査の申

請又は特定工程に

係る工事終了の通

知手数料 

３０平方メートル以

下のもの 

９，０００円 

３０平方メートルを

超え１００平方メー

トル以下のもの  

１１，０００円 

１００平方メートル

を超え２００平方メ

ートル以下のもの 

１５，０００円 

２００平方メートル

を超え５００平方メ

ートル以下のもの 

２０，０００円 

５００平方メートル

を超えるもの   

３３，０００円 

イ 工作物 

９，０００円 

備考 

１の項の備考２及び６は、この場合に準用す

る。 

(略) (略) (略) (略) 
 

 


